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入間市職員定数条例新旧対照表（附則第２項関係） 

改正案 現 行 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 略 第２条 略 

２ 次に掲げる職員は、前項各号に掲げる職員の

定数外とすることができる。 

２ 次に掲げる職員は、前項各号に掲げる職員の

定数外とすることができる。 

⑴ 略 ⑴ 略 

 ⑵ 地方公務員法第26条の６第１項の規定に

より、配偶者同行休業をしている職員 

 

 ⑶ 略  ⑵ 略 

 ⑷ 略  ⑶ 略 

３ 略 ３ 略 

 

資料２  


